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１ 

Ｑ コミュニティって、なに 

 

Ａ 新しい形の地域社会 

 

コミュニティ（地域コミュニティ）は、地域にお住まいの皆さんの自主的な参加とそ

の総意に基づき、地域を快適で住みよくするために結成された組織です。そこに住む皆

さん方が、地域でどんな活動をするのか、地域に必要などんな活動ができるのかが、コ

ミュニティにとって一番大切なことになってきます。 

コミュニティが、日本で議論され始めたのは、昭和４４年からで、４６年には、自治

省がモデルコミュニティ構想を発表、愛知県でも４８年度からモデルコミュニティの指

定を始めました。 

知多市では、子どもたちの行動範囲でもある「小学校区」を単位に、コミュニティづ

くりを進めました。５６年度には新田小学校区に「東部コミュニティ」が発足し、６２

年度までに市内１０小学校区全部にコミュニティが組織されました。 

知多市のコミュニティは、設立当初は「地域の親睦」を主な目的とした地域づくりを

推進してきました。現在は、地域の親睦だけでなく、自分たちの住む地域を自らの手で

住み良くしていこうとする、自発的・主体的な地域づくりを目指す「地域課題解決型コ

ミュニティ」を推進しています。 

 

 



２ 

 

Ｑ なぜコミュニティ活動が必要なのですか 

 

Ａ 住民同士の心のふれあいを回復 

 

集合住宅に暮らす「単身者」世帯や「共働

き」世帯が増え、進学や転勤などで移り住ん

でいく暮らし方も、珍しくなくなりました。

これらの新しい生活形態は、地域での関係性

を構築するチャンスが少ないため、つながり

を持ちにくいと言われています。 

また、社会問題として「孤独死」「ひきこ

もり」「老々介護」などの深刻化が話題とな

っており、普段からのご近所同士のたすけあ

いで、お互いに何かできないかと関心が高まっています。 

コミュニティ活動は、お互いに交流を深め、まとまりのある地域社会を目指し、みんな

で地域の問題を解決することによって、失われつつあった住民同士のふれあいを回復し、

温かい人間関係をつくりだしてくれます。こうした活動は地域に住む人々が力を合わせて、

自分たちの住む地域を自分たちの手で住みよくしていこうとする、とても大切な活動であ

るといえます。 

私たちは多様な地域の仲間たちと新しいコミュニティ活動を柔軟に行うことが求めら

れています。 

 

 

 

 

 

 

 



３ 

 

Ｑ 地域問題の解決方法はどのようにすれば 

  よいのですか 

 

Ａ 自分たちの手で問題解決を 

 

コミュニティづくりには、皆さん一人ひとりが自分たちの

住んでいる地域社会を見つめ直すことが大切です。 

皆さんが自分たちの住んでいる地域の問題を発見し、対策

を考え、解決するための活動を通じて、住みよいまちづくり

を進めていきます。 

コミュニティは、設立以降、地域住民の親睦、連帯感の醸

成を目的とした活動を通し、住民同士のつながりを育んでき

たことで、今では地域問題の解決に向けた活動を行う段階へと移行してきています。一方

で、地域住民と地域社会とのつながりの希薄化に伴う防犯、防災の問題、さらには自然環

境の保護、少子高齢化などの多様な問題も見えてきました。 

 私たちは、自分たちの生活を守るとともに、よりよい生活環境をつくるため、お互いが

持っている様々な問題を、地域全体で共有し、コミ

ュニティという場で力を合わせ、一つひとつ解決し

ていくことが大切です。地域問題の解決手順として

は、次ページのような例示ができます。このように、

できるだけ自分たちの手で問題解決していくことに

よって、地域における自治意識、連帯感が高められ

ます。 
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【 地 域 問 題 の 解 決 手 順 （例）】 

 

 

地

域

住

民 

 

 

 

 

→→ 

地

域

の

ご

み

問

題 

 

 

 

 

→→ 

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

の

環

境

部

会

員 

 

 

 

 

→→ 

環

境

部

会 

 

 

 

 

→→ 

部
会
独
自
で
解
決
で
き
な
い
も
の 

 

 

 

 

→→ 

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

役

員

会 

 

 

 

 

→→ 

地

域

で

解

決

で

き

な

い

も

の 

 

 

 

 

→→ 

市

と

調

整 

                       ↓ 
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  部会独自で対処できるもの  地域で解決できるもの 

            ↓           ↓ 

            ↓           ↓ 

  活 動  関係地域諸団体と調整 

            ↓           ↓ 

            ↓           ↓ 

  運 営 委 員 会 へ 報 告  地域住民へ参加を呼び掛け 

                  ↓ 

                  ↓ 

                  ↓ 

協 力 し て 活 動 

 

   ※ごみ問題を例として図案化しましたが、 

他の部会の活動経路も同様です。 
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５ 

Ｑ コミュニティにとって大切な条件はなん 

  でしょうか 

 

Ａ ３つの原則が大切 

 

〔 自発性のあるコミュニティ 〕 

自発性とは、行動する人自身が決めることです。 

コミュニティづくりの特徴は、住民の多様な要求を取り入れ、一致協力して問題の

解決に当たろうとする点にあります。地域活動は、義務や強制によって進められるも

のではありません。住民の自主性、自発性によって進めることが原則です。 

 

〔 自前主義によるコミュニティ 〕 

コミュニティは、自発的に選んだ自分たちの活動です。活動を進めるためには、時

間、資金や人手が必要となりますが、これらを他に求めるのではなく、自分たちが出

し合うことによって進めるのが原則です。 

 

〔 開かれたコミュニティ 〕 

コミュニティは、いわゆる会員制度やクラブ組織のような特定な人だけのものでは

ありません。これからのコミュニティは、知らない人を

受け入れたり、あるいは知らない人や周辺地域の人たち

と協力して、運営していく仕組みが大切です。 

いつでも、地域のだれでも参加し、活動できる、開か

れたコミュニティづくりを目指しています。 

 

 

 

 

 

 



６ 

Ｑ コミュニティ活動における市の役割は 

 

Ａ 活動のきっかけづくりを受け持ち 

 

コミュニティ活動における市の役割は、コミュニティ活動が活発に展開されるための

条件づくり、環境づくりを積極的に行うことです。つまり、地域住民による自主的、自

発的なコミュニティ活動の「きっかけ」づくりを受け持っているといえましょう。 

地域社会には、住民が相互扶助的に処理すべき問題と、専門の行政サービスが行うべ

き問題とが一体となって存在しています。これらの問題については、それぞれが役割分

担しあって協力していくなかから本当の解決が図られ、コミュニティ活動も推進されて

いくものです。 

このため、市はコミュニティ施設の整備や活動に対する援助、コミュニティに関する

情報の提供など側面的な分野を担当しています。また、コミュニティリーダーの養成な

どを目的とした各種研修会を、コミュニティ連絡協議会との共催により開催しています。 

 

 

 ７年度主な事業等 

  ・コミュニティリーダー研修会･･････････半日 ２回 

  ・コミュニティ緑化事業････････････････３回 

  ・クリーンキャンペーン････････････････２回（春・秋） 

・コミュニティに関する各種情報の提供 

  ・コミュニティの組織、事業の企画・立案等に対する 

   相談、助言等 

・地域担当職員の派遣 

 

 

 

 

 



７ 

Ｑ どんな活動をするのですか 

 

Ａ 地域の特性にあった活動を 

 

コミュニティの目的は、自分たちで住みよいまちづくりを行うことです。そのために

は、地域の特性にあった活動を展開することが大切です。そこで、ここでは一般的に展

開されている活動事例を紹介します。 

この活動事例を参考にして、皆さんの地域にあった活動を推進してください。 

 

１．心のふれあいと連帯を深める活動 

都市化の進む中で、個人と地域社会との結びつきがだんだんと薄れ、様々な社会問題

が起きてきました。その反省として地域では、ふれあいと連帯を深めることを目標に、

いろいろな活動が行われています。お祭りや文化活動（文化祭・盆踊り大会など）、各

種スポーツ大会（運動会、ソフトボール大会など）、レクリエーション活動、ボランテ

ィア活動などは、コミュニティ活動を進めるうえでなくてはならない基礎的なものです。 

 

２．住みよい快適な環境をつくる活動 

住みよい快適な環境をつくりあげていくためには、地域の抱える諸問題をみんなで解

決していくことが、欠かせないことです。例えば、交通安全、防犯、防災、資源リサイ

クル運動、美化運動、緑化活動、福祉活動、街並み保存活動などを通じての地域づくり

が考えられます。 

 

３．人づくりを進める活動 

物質的豊かさは、私たちに生活水準の向上をもたらしました。その反面、地域社会の

生活環境にも影響を及ぼし、青少年による非行など様々な問題を起こしています。また、

私たちは、こうした地域の人たちが持っている課題を的確に把握し、解決するためのリ

ーダーづくりを進めなければなりません。 

この目標を達成する活動として、健康づくり運動やレクリエーション活動（歩け歩け

運動、３世代交流会など）などがあります。また、子どもたちを健全に育成するため、



８ 

健全な青少年を育成する運動（街頭啓発、懇談会、講演会など）には、地域をあげて積

極的に活動を展開することも必要です。 

 

４．コミュニティ情報の発信 

コミュニティ活動は、その内容を企画、実施する一部の方が知っているだけでは不十

分です。そこに住むすべての人が、コミュニティに関する情報を共有することが大切で

す。情報を共有し、みんなで考えることで、住民相互の連帯意識や自分の住むまちを愛

する心が、醸成されるのではないでしょうか。 

そのためには、行事案内はもちろんのこと、コミュニティの計画、進め方、その過程

で生じた諸問題とそれらを克服した方法や反省など、幅広い情報の発信が望まれます。 

 

 

コ 
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の 
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体 

的 

活 

動 

例 

  心のふれあいを深める運動（あいさつ・親切運動等） 

  福祉活動 

  ボランティア活動 

  郷土を知る運動 

  防犯・防災活動（防災訓練、防犯診断等） 

  スポーツ・レクリエーション活動（運動会、ウォークラリー大会等） 

  健全な心身をつくる運動 

  青少年健全育成活動（非行防止キャンペーン等） 

  美化運動（クリーンキャンペーン、公園・河川・道路清掃等） 

  緑化活動（花いっぱい運動等） 

  資源リサイクル活動（集団回収、不用品バザー等） 

  交通安全活動（街頭キャンペーン等） 

  文化活動（郷土芸能大会、文化祭等） 

  消費生活活動 

  男女共同参画問題 

  快適な環境づくり 
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Ｑ コミュニティ情報を発信（広報紙等）するには 

 

Ａ コミュニティの情報を発信する意義 

 

コミュニティが地域にとって大切な問題を、住民参加のもと取り組むための基礎的条

件として、適切な情報の発信が必要です。このとき、何を発信するかは、コミュニティ

の活動に結びつけるためのキーポイントとなります。 

コミュニティ広報紙は、地域の様子や地域の行事など、身近な情報をタイミングよく

伝える重要な手段の一つです。少なくとも月一回の発行に努め、コミュニティ情報を地

域の方々に発信しましょう。また、広報媒体は、なにも広報紙に限りません。簡単なチ

ラシや地区回覧でも、大きな効果を生むことができます。今、急速にその需要を伸ばし

ているSNSなどを取り入れてみるのも面白いのではないでしょうか。インターネット

を利用すれば、会員同士で簡単に情報の発信や交換ができるようになります。 

どんな方法であれ、情報を発信することによって、コミュニティの活動内容を幅広く

地域の方々に知らせ、情報をみんなで共有することができます。地域の人たちは、情報

を手にすることにより、コミュニティの活動を実感し、参加意欲をかきたてられるはず

です。つまり、コミュニティ情報は、住民の地域意識を目覚めさせ、相互の連帯感をつ

くりだす大切な役割を担っています。 

 

【広報紙の場合】 

 １．まず、コミュニティ広報紙をつくる前に 

(1) だれが、何を、何のために編集するのか。 

(2) どんな方法で、何ページだてにするのか。 

(3) 発行日はいつで、何部つくり、配布方法はどのようにするのか。 

(4) 費用はどうするのか。 

 

 ２．何を載せるのか 

(1) コミュニティや地域への関心を高める 

コミュニティ広報紙がねらっている記事を載せる（年間行事、アンケート報告など） 



１０ 

(2) 事業ＰＲ 

コミュニティ活動への理解と参加を呼びかけるには、コミュニティの事業を地

域の人たちにＰＲすることが大切です。そのためには、「〇〇の行事があります」

という客観的表現でとどめるのではなく、「〇〇の行事がありますので参加しま

しょう」という方向づけをして、住民の参加意欲を喚起させることが必要です。 

(3) マナーなどの啓発記事 

住民のちょっとした協力で、まちがよくなる啓発記事も必要です。 

(4) 読みたい記事 

読んで参考になる記事（家事メモ、地域案内など）が必要です。 

(5) 住民の参加など 

住民の参加を求め、みんなのコミュニティ広報紙（インタービュー記事、自由

投稿など）にすることが必要です。 

 

 ３．その他 

(1) 原稿を依頼するときは、余裕をもって早めにお願いする。 

(2) 書くべきテーマをはっきり伝える。 

(3) およその字数を指定する。 

(4) 見出しのつけ方は、ひと目見て、記事の内容が分かる、心をうつなど、読みたい 

気持ちを起こさせるようにする。 

 

※その他、レイアウト、校正のポイン

トなど、細かい点は、市民協働課までお

問い合わせください。要望があれば、コ

ミュニティ連絡協議会主催の広報研修

会を開催します。 
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Ｑ 会議を上手に進めるためにはどうすれば 

  よいのですか 

 

Ａ 事前の準備をしっかり行うこと 

 

１．効果的な会議とは 

  会議は、参加者全員が“何のための 

 会議か”という目的、意義を十分認識 

 しなければなりません。また、参加者 

 がお互いに話し合い、考え合って建設 

 的な結論をだすようにすることも大切 

 です。そして、参加者の意見や、討論 

 の結果、決定したことは、できるだけ 

 早く実行してこそ、効果的な会議とい 

 えます。 

 

２．会議の準備 

会議の前の準備 

・会議を開く前に、主催者役員は十分な打ち合わせをすることが大切です。 

・通知文には、会議の目的を分かりやすく書きましょう。また、会議の開始時間、終

了時間を書きましょう。 

・遅くとも、１週間前にはもれなく通知しましょう。 

 

会議の当日の準備 

・椅子や机の並べ方を、会議の性格によって工夫しましょう。 

・配布資料、名札などは必要に応じて準備しましょう。 

・多人数の会議の場合は、受付を設けると出欠の確認が容易になります。 

 

 



１２ 

３．会議の進め方 

・会議に入る前に書記を指名し、会議の記録を必ず取っておきましょう。 

・司会者は、できるだけ全員に声をかけ、みんなで決めたという満足感ある会議にな

るよう努めましょう。 

・発言は、司会者の許しを得てしましょう。 

・出席者が多いときは、いくつかの班に分けて、その班で話し合い、あとで班の中か

ら代表者が、まとまった意見を発言してもらう方法もあります。 

・会議は十分な話し合いが必要です。時には、結論を次回にまとめることとして、言

いたいことを言いつくさせることも大切です。 

・会議は、概ね２時間以内で終えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１３ 

Ｑ  市 からの交付金はどのようになって 

いますか 

 

Ａ コミュニティ交付金の使途は自分たちで決定 

 

市では、コミュニティ組織に対して、一般事業補助金と特定事業補助金を交付してき

ました。このうち、特定事業補助金については、敬老会や防災活動、環境対策など、そ

の使い道、金額が市によって決められていました。平成20年度からは、この制限が緩

和（一般財源化）され、名称もコミュニティ事業補助金からコミュニティ事業交付金に

変わりました。 

これにより、コミュニティの実情や特性に合った使い道を自分たちで考え、決めるこ

とができるようになりました。例えば、「今年はこうした事業に力を入れたい」「新た

に地域課題を解決するための新規事業に取り組みたい」「将来に向けての事業準備には

いりたい」など、地域の皆さんの想いや夢をより実現しやすくなる制度に生まれ変わり

ました。 

交付金では、コミュニティが、どの事業にいくら使うのか、使い道やお金の配分の自

由度が増すことになります。これまでより、もっと創意工夫のあふれる予算の組み立て

をすることができるようになります。その場合は、地域での話し合いや合意形成が重要

になります。 

もちろん、これまでどおりの事業の実施、予算の組み立てを継続していただいても一

向に構いません。これまでどおりの事業の実施をしていくか、新たな事業展開をしてい

くのかは、地域の実情に合わせて、皆さんの話し合いによって選択することができます。 

なお、交付金の額の算定については、次のとおりです。 

 

 

交付金額 ＝ 基本額（1,800,000円）＋人口割額（２７０円×地区の人口） 

 

 

 

 

 

 



１４ 

Ｑ コミュニティ連絡協議会とはどういう組 

  織ですか 

 

Ａ 各地区コミュニティの情報交換の場 

 

この協議会は、地区コミュニティ組織

相互の情報交換や研修活動を通じて、知

多市のコミュニティ活動の充実と心ふ

れあうふるさとづくりを目的に、昭和６

３年度に設立されました。 

会員は、各地区コミュニティから会長

と役員の２人が参加しています。主な活

動としては、情報交換会や各種研修会を

開催しています。なお、これらの活動に

ついては、各地区コミュニティの負担金

で運営されています。 

 

【令和７年度の主な事業】 

 ◎ ６月 ６日（金）   第１回コミュニティ連絡協議会 

 ◎ ６月から８月     第１回リーダー研修会（個別） 

 ◎ ６月２８日（土）   第２回リーダー研修会 

 ◎ １１月１９日（水）  第２回コミュニティ連絡協議会 

 ◎ ３月 ５日（木）   第３回コミュニティ連絡協議会 

 

 

 

 

 

 

 



１５ 

Ｑ 地域担当職員制度はどういう制度ですか 

 

Ａ 市職員が、専属の相談員としてコミュニティに伺い、皆さん

の活動をサポートします 

 

  コミュニティ役員の方の負担軽減とコミュニティ活動の活性化を支援するため、地

域担当職員がコミュニティの会議等へ出席し、地域の抱える課題の解決や現状の改善に

つながる情報を収集し、地域に提供します。また、地域としての相談・要望に対し担当

職員がともに考え地域と市をつなぎます。 

 

１．活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．留意点 

  ・会議資料、会議記録の作成などの実働作業は、コミュニティの自主性を阻害する 

   要因にもなりかねないため、担いません。 

  ・個人や特定の団体などからの相談、要望は、対応しません。 

  ・相談、要望に対する回答は、コミュニティへ正確な情報を伝えるため、地域担当 

   職員からではなく、担当課から行います。 

① 地域担当職員の派遣を希望する会議（総会、役員会など）がある場合、事前

に市民協働課へ「地域担当職員参加要請書」をご提出ください。 

② 派遣希望があった会議に地域担当職員が出席します。 

※会議等への参加要請は、月３回程度を上限

でお願いします。 

③ コミュニティからの相談、要望について回答します。 

※コミュニティからの相談・要望を受けた地

域担当職員が担当課へ連絡するなど、課題

解決の支援をします。 

※その他、説明が不要な簡易な文書の受け渡

しを行います。 

※担当職員のスケジュール調整のため、原則、

会議の２週間前を目途にご連絡ください。 



コ ミ ュ ニ テ ィ 設 立 一 覧 表

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

連

絡

協

議

会

つつじが丘コミュニティ S57.7.17

新 知 コ ミ ュ ニ テ ィ S59.2.19

全 市 組 織 地　　区　　組　　織 設立年月日

東 部 コ ミ ュ ニ テ ィ S57.3.6

旭 南 コ ミ ュ ニ テ ィ S60.2.3

岡 田 コ ミ ュ ニ テ ィ S61.2.22

南 粕 谷 コ ミ ュ ニ テ ィ S59.2.25

八 幡 コ ミ ュ ニ テ ィ S60.1.27

　S63.12.1

旭 北 コ ミ ュ ニ テ ィ S63.2.22

佐 布 里 コ ミ ュ ニ テ ィ S62.2.22

旭 東 コ ミ ュ ニ テ ィ S63.2.21
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知多市のコミュニティ地区別概要

コ ミ ュ ニ テ ィ 設立 世 帯 数 人　　口 地 区 の

組 織 の 名 称 年度 (R7.4.1) (R7.4.1) 規 模

東 部 新 田

コ ミ ュ ニ テ ィ 小 学 校 区

つ つ じ が 丘 つ つ じ が 丘

コ ミ ュ ニ テ ィ 小 学 校 区

新 知 新 知

コ ミ ュ ニ テ ィ 小 学 校 区

南 粕 谷 南 粕 谷

コ ミ ュ ニ テ ィ 小 学 校 区

八 幡 八 幡

コ ミ ュ ニ テ ィ 小 学 校 区

旭 南 旭 南

コ ミ ュ ニ テ ィ 小 学 校 区

岡 田 岡 田

コ ミ ュ ニ テ ィ 小 学 校 区

佐 布 里 佐 布 里

コ ミ ュ ニ テ ィ 小 学 校 区

旭 東 旭 東

コ ミ ュ ニ テ ィ 小 学 校 区

旭 北 旭 北

コ ミ ュ ニ テ ィ 小 学 校 区
8,657

５９

37,456 82,797

3,750

3,896

５６

3,807

2,755

６２

10,155

4,798５８

7,626

8,433

13,505

2,154

5,977 13,125

3,212

５７

５８

6,022

6,580

6,033

4,537

1,807

６０

１

２

３

５

3,424

５９

８

４

10

６

７

９

６１

６２
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１８ 

知多市のコミュニティの位置図 

 

 

 

 

 

 

八幡 

※この位置図はイメージ

であり、区画線などは

必ずしも正確なもので

はありません。 

つつじが丘 

東部 
佐布里 

新知 

岡田 旭北 

旭東 
旭南 

南粕谷 

臨 

 

海 

 

工 

 

業 

 

地 

 

帯 



部会長

副部会長

部会員

部会員八幡校区子ども会役員

民生児童委員(正)

保護司

市職員

保育園保護者の会会長 副組長・副町内会長

更生保護女性会

八小PTA役員 老人クラブ役員 商工会八幡支部 スポーツ委員 部会員

組長・町内会長 八中PTA役員 民生児童委員(副) 文化協会員 スポーツ推進委員 消防団第一分団

副：組長副代表 副：八小PTA副会長 副部会長 副部会長 副部会長 副部会長

防災・減災部会

正：組長代表 正：八中PTA副会長 部会長 部会長 部会長 部会長

　 センター長

市職員（地域担当）

各部会長

地 域 部 会 生活安全こども部会 福 祉 部 会 ま ち お こ し 推 進 部 会 体 育 部 会

八幡保育園長 総 合 企 画 部 会
副　会　長 会　計

寺本保育園長

八幡コミュニティ

八幡小学校長 市議会議員 前会長

八幡中学校長 前副会長又は元副会長

知多翔洋高等学校長

【 組 織 図 】

会　　長
八幡コミュニティ

センター

参　　与 顧　　問 監　　査

令和7年度収入総額（予算） ７，４２８，１３７ 会費、交付金、寄附金 等

上記収入の内の交付金等総額 ５，５０１，０００ 市交付金、社会福祉協議会補助金

三世代交流、各種スポーツ大会 等

地 域 部 会 カーブミラー点検･清掃、環境美化運動 等

防 災 ・ 減 災 部 会 防災訓練 等

全 体 事 業 盆おどり大会、三世代交流 等

部 会 の 主 な
活動内容（Ｒ７）

総 合 企 画 部 会 事業計画の策定及び推進、その他事務業務 等

福 祉 部 会 まちづくりワークショップ　等

まちおこし推進部会 盆おどり大会、八幡ふるさと検定 等

生活安全こども部会 あいさつ運動 等

体 育 部 会

組　　　織　　　名 　八幡コミュニティ

設  立  年  月  日 　昭和６０年 １ 月２７日

地　区　の　概　要 　人口：１３，１２５人 世帯数：５，９７７世帯 (R7.4.1現在)

 １９



【 組 織 図 】

小学校長

中学校長

子ども会

子ども会ＯＢ

サポーター

元・前会長

お助け隊

サポーター

お助け部会

実行委員会

福 祉 部 会

体 育 部 会

センター

市交付金、社会福祉協議会補助金

各種スポーツ大会、地区運動会 等

顧　　問

お 助 け 部 会

３，６８８，０００

会 計 監 査

駐在員

ふれあい通りおそうじ、ボーリング大会 等

サポーター研修会　等　

ホームページ
管理委員会

女性消防クラブ体 育 部 会

１丁目・２丁目・３丁目・４丁目町内会・自治会・２丁目管理組合・４丁目管理組合

子ども部会

館　　長

運動会、夏祭り、防災訓練、秋祭り、文化祭 等

会費、交付金、協賛金、前年度繰越金、雑収入　等

広報紙発行 等

挨拶運動 等

会長・副会長・事務局長・館長・駐在員・市担当課員

防災訓練、火災予防広報活動　等

県議会議員

コミュニティ事務局 
センター事務局

（事務員）

センター管理委員会

お楽しみ会 等

そば打ち教室、文化祭 等

女 性 消 防 ク ラ ブ

駐在員

福 祉 部 会

上記収入の内の交付金等総額

令和７年度収入総額（予算）

全 体 事 業

会　　長

６，０８７，７２６

衆議院議員

市議会議員

（必要に応じて構成）

町内会代表

保護司

スポーツ委員 小･中学校ＰＴＡ

スポーツ推進

環境安全部会 文 化 部 会

つつじが丘 管理組合代表

自治会代表主任児童委員

町内会代表 民生児童委員 スポーツ推進委員 文化協会

サポーター

管理組合代表

更生保護女性会 委員ＯＢ

他団体

ボランティア団体

音頭保存会

保育園長

（委嘱した人）

幹　　部　　会

広 報 部 会

参　　与

自治会代表

幼稚園長 役　　員　　会

(五役・町内会・自治会･管理組合代表)

編集委員

食生活改善 スポーツ委員ＯＢ

推進協議会

組 織 名

設 立 年 月 日

地 区 の 概 要

部 会 の 主 な
活動内容（Ｒ７）

文 化 部 会

環 境 安 全 部 会

　昭和５７年 ７ 月１７日

　人口：６，５８０人 世帯数：３，４２４世帯（R7.4.1現在）

広 報 部 会

子 ど も 部 会

　つつじが丘コミュニティ

(事務局長､書記､会計､事務局員)

副　会　長

(幹部会構成員・駐在員・部会代表者)

みこし保存会

 ２０



東部フェスタＷＧ

部員

組　　　織　　　名 　東部コミュニティ

設  立  年  月  日 　昭和５７年 ３ 月 ６ 日

地　区　の　概　要 　人口：１３，５０５人 世帯数：６，０３３世帯 (R7.4.1現在)

部 会 の 主 な
 活動内容（Ｒ７）

総 務 部 会 交通安全のぼり旗設置 等

防 災 部 会 避難所運営連絡協議会の開催、防災訓練 等

福 祉 防 犯 部 会 グラウンドゴルフ校区大会、防犯パトロール 等

青 少 年 部 会 「子どもの声」作文発表会、あいさつ運動　等

体 育 部 会 各種スポーツ大会 等

活 性 化 事 業 部 会 親子味噌づくり教室、東部映画劇場、歌声喫茶　等

全 体 事 業 東部フェスタ、東部スポーツフェスタ、防犯パトロール 等

会　　長

令和７年度収入総額（予算） ７，６２４，０２４ 会費、交付金、前年度繰越金、雑収入

上記収入の内の交付金等総額 ５，６７５，０００ 市交付金、社会福祉協議会補助金 

【 組 織 図 】

理　　事

参　　与 顧　　問

東部中学校長 市議会議員

新田保育園長

新田小学校長 元会長

総 務 部 会 防 災 部 会 青 少 年 部 会 福 祉 防 犯 部 会 体 育 部 会 活性化事業部会

　〃　　　副部会長

総務部会長 防災部会長 青少年部会長 福祉防犯部会長 体育部会長 活性化事業部会長

あいち防災リーダー 青少年健全育成 各老人クラブ スポーツ推進委員 事業チームリーダー

　〃　副部会長 　〃　副部会長 　〃　　副部会長 　〃　　副部会長 　〃　副部会長

活性化事業ＷＧ

新田小学校PTA 民生・児童委員 スポーツ委員 各チーム部員

新田小学校PTA 主任児童委員

各自治会

ボーイスカウト

ガールスカウト

東部中学校PTA

東部中学校PTA

会計
副会計

更生保護女性会

会 計 監 査

副　会　長

自主防災部員

東部防災ＷＧ 家庭教育委員

家庭教育委員

生涯学習地域推進員

 ２１



農業委員

組　　　織　　　名 　佐布里コミュニティ

設  立  年  月  日 　昭和６２年 ２ 月２２日

地　区　の　概　要 　人口：８，４３３人 世帯数：３，８０７世帯　(R7.4.1現在)

盆踊りサポート隊

自 主 防 災 会 地震防災講演会、防災訓練 等

全 体 事 業 総会、納涼盆踊り大会、運動会 等

令和７年度収入総額（予算） ８，１５８，１１７ 会費、交付金、前年度繰越金、雑収入 等

部 会 の 主 な
 活動内容（Ｒ７）

社 会 福 祉 部 会 交通安全立哨、地域ぐるみあいさつ運動 等

体 育 部 会 ウォーキング大会、各種スポーツ大会 等

クリーンキャンペーン、緑化事業 等

たより発行 等

文 化 部 会

総 務 広 報 部 会

納涼盆踊り大会 等

環 境 安 全 部 会

上記収入の内の交付金等総額 ４，２６３，０００ 市交付金、社会福祉協議会補助金

【 組 織 図 】

会　　長 アドバイザー顧　　問

自主防災会

参与・理事

小学校長

コミュニティを
考える会

副 会 長

中学校長

市議会議員

幼稚園長

前年度会長

監　　査

協議会役員

総 務 広 報 部 会 書 記 長

副 会 長

区長

前年度副会長

町内会長

前年度会計長

副会長代表

副 会 長

文 化 部 会 社 会 福 祉 部 会 体 育 部 会 環 境 安 全 部 会

保育園長

駐 在 員 代 表

町内会役員 町内会役員 町内会役員 町内会役員 町内会役員 会 計 長

協議会役員

スポーツ推進委員

協議会役員

長寿会役員

協議会役員

　

　商工会理事

農地利用最適化
推進委員

民踊クラブ 保育園保護者会会長

スポーツ委員

中部中PTA会長

こども園コミュ担当

　

佐布里の里山を

美しくする会地域推進委員
生涯学習

防災ボラネット

佐布里小PTA会長

佐布里つみき花を
咲かせよう会

民生委員 児童委員

協議会役員

いきいきサロン

保護司

更生保護女性会

子ども会役員

 ２２



前会長

組長

町内会長

保護司

子ども会代表

各組代表

民生児童委員

商工会青年部代表 女性消防ｸﾗﾌﾞ

【安全安心
きずなのまち
新知グループ】

　　PTA理事
氏子総代総務

各組代表

朝倉土木長委員 商工会代表 消防団代表

団体代表

副町内会長 元新知小学校

保存会会長

防災リーダー

前スポーツ委員

各種スポーツ

副組長

コミュニティ
協力員

更生保護女性会

PTA代表
新知小学校PTA代表 会長 経験者 組長代表

朝倉梯子獅子

【防災グループ】

スポーツ推進委員

各部会長スポーツ委員

事務局（書記）

囃子保存会会長

中部中学校PTA代表 有志

組長 有識者

防災安全部会文 化 部 会

長寿会会長

サポータグループ

SORA保育園長

知多警察署
地域課長

総 務 部 会 広 報 部 会 社会福祉部会

中部中学校教頭

新知小学校教頭

新知保育園長

朝倉保育園長

市議会議員 組長・町内会長代表

朝倉土木長

古見協議会代表

体 育 部 会

　４，６７３，０００ 市交付金、社会福祉協議会補助金

【 組 織 図 】

会　　　長
副　会　長

監 査 ・ 理 事

理事

参　　　与 顧　　　問

中部中学校長

新知小学校長

各行事の運営 等

全 体 事 業 盆踊り大会、敬老者祝賀、運動会、防災訓練 等

令和７年度収入総額（予算） １４，５８９，０００ 区費、交付金、協賛金、会館使用料、会費 等

部 会 の 主 な
活動内容（Ｒ７）

総 務 部 会

社 会 福 祉 部 会 ふるさと探究ウォークラリー 等

組 織 名 　新知コミュニティ

設 立 年 月 日 　昭和５９年 ２ 月１９日

地 区 の 概 要 　人口：１０，１５５人 世帯数：４，５３７世帯 (R7.4.1現在)

古見協議会
代表

広 報 部 会 広報誌発行 等

各種スポーツ大会 等

三世代交流　等

防 災 安 全 部 会 防災訓練 等

文 化 部 会

体 育 部 会

上記収入の内の交付金等総額

 ２３



【 組 織 図 】

顧問

部会長 健康な 隣組防災班長

○文化部会 スポーツ委員

○環境福祉部会

○体育部会

理事（区議員） 理事（区議員） 理事（区議員）

理　事　会

○健康な
まちづくり部会

中学校PTA役員

保護司

岡田緑と花の会各種スポーツクラブ

理事（区議員）

JAあいち岡田支店長

小学校PTA役員

岡田街並フェスティバル、岡田まちあるきバス　等

岡田長生会会長

スポーツ推進委員 民生児童委員岡田長寿会会長

幹事

環 境 福 祉 部 会文 化 部 会

花いっぱい運動、ミニコンサート　等

　人口：７，６２６人 世帯数：３，２１２世帯 (R7.4.1現在)

総 務 広 報 部 会 広報紙発行、年末防犯・防火キャンペーン 等

あいさつ運動、青少年健全育成講演会 等

体 育 部 会

１１，２２０，０００

防災会

全 体 事 業

市交付金、社会福祉協議会補助金　等

組　　　織　　　名

設  立  年  月  日

地　区　の　概　要

　岡田コミュニティ

防 災 会

環 境 福 祉 部 会

　昭和６１年 ２ 月２２日

部 会 の 主 な
活動内容（Ｒ７）

文 化 部 会

防災訓練 等

スポーツ講座、スポーツフェスティバル　等

盆踊り大会、敬老事業　等

防災副班長

副 会 長

まちづくり部会員

地区住民

副会長

会長

防災委員

健康なまちづくり部会

書記・会計

上記収入の内の交付金等総額

前会長

６，５２７，０００

アドバイザー

参　　　与

岡田小学校長

監　　査

健康なまちづくり部会

顧　 　問

会　長

令和7年度収入総額（予算）

体 育 部 会

会費、交付金、雑収入 等

市議会議員

隣　組　長

理事（区議員）

知多木綿・つものき

保護者の会

消防団役員

岡田ゆめみたい

商工会岡田支部役員

岡田西保育園

岡田を知ろう会

山車まつり保存会役員

JA女性部役員
岡田街並保存会役
員実行組合長

やまもりいこいの家

岡田なごやかサロン木綿蔵・ちた

岡田西保育園長

知多中学校長

岡田駐在所長

総 務 広 報 部 会

 ２４



前年度各区
自主防災会会長

各区

部会長

小学校PTA代表

消防団第４分団代表

女性消防クラブ代表

地域女性代表

旭まちづくり
センター所長

自主防災会正副会長

各区　長寿会会長

会長／副会長

文化部会長

体育部会長

参 与

知多中学校長

総 務 広 報 部 会

前年度副会長 旭北小学校長

文 化 部 会 体 育 部 会

防 災 安 全 部 会

副 会 長

保護司

各区　区長

（前年度/前々年度コミュニティ会長）

社 会 福 祉 部 会 防 災 安 全 部 会

市議会議員

書 記 会 計

社会福祉部会長

部会長

旭北地区防災訓練 等

スポーツ推進委員

各地区スポーツ委員

各地区スポーツ団体
代表

校区理事

上記収入の内の交付金等総額 ４，３３２，０００

全 体 事 業

令和７年度収入総額（予算）

市交付金、社会福祉協議会補助金

会費、交付金、繰越金、寄付金 等５，５４１，０００

前年度副会長

広報紙発行 等

清掃奉仕活動、歩け歩け運動 等

地区市民運動会、各種スポーツ大会 等

【 組 織 図 】

体 育 部 会

小・中学校PTA代表

民生･児童委員

組　　　織　　　名 　旭北コミュニティ

設  立  年  月  日

部 会 の 主 な
活動内容（Ｒ７） あいさつ運動、福祉講演会 等

　昭和６３年 ２ 月２２日

　人口：８，６５７人 世帯数：３，７５０世帯 (R7.4.1現在)

総 務 広 報 部 会

文 化 部 会

盆踊り大会、運動会 等

会　　長

地　区　の　概　要

コミュニティ・アドバイザー

監 査 顧 問

社 会 福 祉 部 会

 ２５



大興寺

会長ＯＢ 日長台

旭桃台

書記

地区代表

部会長同地区代表

小学校PTA代表

民生児童委員
　　　女性代表

事　 務　 局

市子連女性役員

防 災 部 会

副　会　長顧　　問

市議会議員 他

地区代表

広 報 部 会

【 組 織 図 】

上記収入の内の交付金等総額

又は前役員

スポーツ推進委員

副会計

（会長が委託）

小学校PTA
　　　女性代表

中学校PTA代表

あいさつ運動、年末地域安全夜間パトロール 等

参　　与監　　査

前副会長

令和７年度収入総額（予算）

市交付金、地域福祉活動補助金

会　　長

協力者

２，９６５，０００

４，７５８，６４６ 会費、交付金、前年度繰越金 等

全 体 事 業

防災訓練、自主防災組織訓練ｻﾎﾟｰﾀｰ研修会 等

旭東スポーツデー、旭東フェスティバル 等

防 災 部 会

花いっぱい運動、花壇維持管理活動 等

部 会 の 主 な
活動内容（Ｒ７）

地　区　の　概　要 　人口：３，８９６人 世帯数：１，８０７世帯 (R7.4.1現在)

緑 化 部 会

広 報 部 会 広報紙発行 等

体 育 部 会 各種スポーツ大会 等

文 化 部 会

福 祉 環 境 部 会

福 祉 環 境 部 会

女性消防代表

文 化 部 会

組　　　織　　　名 　旭東コミュニティ

設  立  年  月  日 　昭和６３年 ２ 月２１日

旭東フェスティバル 等

小学校PTA代表

日長台、大興寺、
旭桃台部会長以外
２地区代表

日長台、大興寺、
旭桃台部会長以外
２地区代表

日長台、大興寺、
旭桃台部会長以外
２地区代表

参　事　会

地区代表

（校区内） （駐在員）

体 育 部 会

地区代表

局長補佐

局長

地区代表

部会長同地区女性

会計

緑 化 部 会

地区代表
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竹林をきれいにする会

社会教育委員

副部会長

部会長　

副部会長

推進委員 推進委員

副部会長 副部会長 副部会長 副部会長 副部会長

推進委員 推進委員 推進委員 推進委員 推進委員

地 域 安 全 部 会

部会長　 部会長　 部会長　 部会長　 部会長　 部会長　

女 性 消 防 部 会総 務 広 報 部 会 文 化 部 会 体 育 部 会 社 会 福 祉 部 会 青少年育成部会

監　　査
会　　計

実 行 委 員 会

【 組 織 図 】

会　　長

参　　与

副　会　長

顧　　問

連 携 団 体 等
書　　記

令和７年度収入総額（予算） ５，２０１，９１０ 会費、交付金、前年度繰越金、寄付金、雑収入　等

上記収入の内の交付金等総額 ３，５６４，０００ 市交付金、社会福祉協議会補助金

高齢者交流会 等

地 域 安 全 部 会 ひまわり隊パトロール、交通安全街頭啓発運動 等　

女 性 消 防 部 会 防災訓練 等

全 体 事 業 盆踊り大会、運動会、防災訓練 等

総 務 広 報 部 会 広報紙発行 等

文 化 部 会 盆踊り大会 等

部 会 の 主 な
活動内容（Ｒ７）

体 育 部 会 各種スポーツ大会、学校開放清掃 等

青 少 年 育 成 部 会 夜間防犯パトロール 等

社 会 福 祉 部 会

組　　　織　　　名 　旭南コミュニティ

設  立  年  月  日 　昭和６０年 ２ 月 ３ 日

地　区　の　概　要 　人口：６，０２２人 世帯数：２，７５５世帯 (R7.4.1現在)

 ２７



花の会代表

元気会会長

更生保護女性会会長

総務・生涯学習部会

フレンドリークラブ

南粕谷区議員

南粕谷区議員

南粕谷ハウス代表

鈴の会代表

副　会　長

青少年育成部会

自治会文体部長・副部長

知多鈴和会代表

市スポーツ推進委員

自治会副会長

自治会防犯部副部長

学校開放委員

生涯スポーツ部会

・児童委員

全 体 事 業

【 組 織 図 】

会　　長

上記収入の内の交付金等総額

令和７年度収入総額（予算）

生 涯 ス ポ ー ツ 部 会

青 少 年 育 成 部 会

５，５６９，２３１

各種スポーツ大会、一斉清掃活動 等

あいさつ運動、青色回転灯パトロール 等

サマーフェスティバル、防災訓練、文化祭・芸能発表会 等

自治会厚生部部長

地域文庫

自治会女性部部長 区スポーツ推進委員

副　会　長 副　会　長

部 会 の 主 な
活動内容（Ｒ７）

広報誌発行、会計 等総 務 ・ 生 涯 学 習 部 会

３，２０８，０００

元気会・おたすけ会活動　等福 祉 環 境 部 会

文 化 部 会

防 災 安 全 部 会 交通安全啓発、防災訓練 等

サマーフェスティバル　等

監 査 委 員

前区長

市交付金、社会福祉協議会補助金

監査委員

顧 問

民生・児童委員

福祉環境部会

自治会副会長

自治会防犯部部長

市議会議員

組　　　織　　　名

地　区　の　概　要

設　立　年　月　日

　南粕谷コミュニティ

　昭和５９年 ２ 月２５日

　人口：４，７９８人 世帯数：２，１５４世帯（R7.4.1現在）

地区協力金、交付金、繰越金、雑収入

防災安全部会

副　会　長

民生・児童委員

副　会　長

市スポーツ委員

南粕谷区副区長

副　会　長

自治会副会長

自治会文体部長

文 化 部 会

民生・児童委員

おたすけ会会長

さわやか会代表

南粕谷小PTA

かすやっ子

自治会副会長

区女性消防代表

主任児童委員

女性消防部員

芸能・文化祭推進委員

自治会女性部副部長

旭南中PTA副会長

南粕谷小PTA会長

福寿会A･B会長

南粕谷区議員

農業委員

健寿会会長

各種スポーツ団体

少年補導員

家庭教育委員

1･2･3･4丁目

主任児童委員

コーディネーター

祭囃子保存会会長

元・前

自治会女性部副部長

民生委員

前自治会長

広報編集委員

前自治会長

コミュニティ会長
自治会総務部部長

南粕谷小学校

ＰＴＡ会長

旭南中学校長

南粕谷小学校長

南粕谷保育園長

参 与

保護司

児童育成部代表

・副会長

市子連南粕谷代表

保護司

民生・児童委員
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知多市コミュニティ連絡協議会組織図
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知多市コミュニティ連絡協議会規約 

 

 （名称） 

第１条 この会は、知多市コミュニティ連絡協議会（以下「協議会」という。）と  

 称する。 

 （目的） 

第２条 この協議会は、地区コミュニティ組織相互間における情報の交換や研修活 

 動等を通じて、知多市のコミュニティ活動の充実と心ふれあうふるさとを育てる  

 まちづくり実現を目指すことを目的とする。  

 （構成） 

第３条 この協議会は、各地区に設置されているコミュニティ組織２名ずつの代表 

 者をもって構成する。 

 （事業） 

第４条 この協議会は、第２条の目的を達成するために、次の事業を行う。  

(1) 全市的なコミュニティ活動の推進に関すること。 

(2) コミュニティの調査活動に関すること。 

(3) コミュニティづくりのための講演会や研修会の開催に関すること。 

(4) その他、目的達成に必要な事業に関すること。 

 （役員） 

第５条 この協議会に次の役員を置く。 

   会長    １名 

   副会長   ２名 

   書記    １名 

   会計    １名 

   監事    ２名 

２ 役員は協議会で選出する。 

 （構成員及び役員の任期） 

第６条 構成員及び役員の任期は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとし再任  

 を妨げない。ただし、次年度の構成員及び役員が選出されるまでは、前年度の構 

 成員及び役員がその職にあたるものとする。  

２ 構成員及び役員は、地区コミュニティ組織の代表者としての資格を失ったときは、 

 構成員及び役員の職を失う。ただし、補欠で選出された場合の任期は、前任者の残任 

 期間とする。 
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 （役員の任務） 

第７条 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。ただ

し、その職務の代理については副会長で協議する。 

３ 書記は、この協議会の事務を担当する。 

４ 会計は、この協議会の経理を担当する。 

５ 監事は、協議会の会計を監査する。 

 （会議） 

第８条 会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 

 （事務局） 

第９条 この協議会の事務局は、知多市企画部市民協働課内におく。 

 （会計） 

第１０条 協議会の経費は、寄付金、補助金その他の収入をもってあてる。  

２ この協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 （その他） 

第１１条 その他この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮り定め  

 る。 

   附則 

 この規約は、昭和６３年１２月１日から施行する。 

   附則 

 この規約は、平成元年７月７日から施行し、平成２年４月１日から適用する。 

   附則 

 この規約は、平成３年６月５日から施行し、平成３年４月１日から適用する。 

   附則  

 この規約は、平成７年６月９日から施行し、平成７年４月１日から適用する。 

   附則  

 この規約は、平成１４年６月４日から施行し、平成１４年４月１日から適用する。 

   附則  

 この規約は、平成２７年６月５日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

附則 

 この規約は、令和元年６月７日から施行する。 

附則 

 この規約は、令和３年６月４日から施行し、令和３年４月１日から適用する。  


